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児童センターに遊びに来ませんか

★児童センターとは？

遊びを通して、豊かな心と体を育てることを目的とした施設で、子どもたちが自由に遊べる「屋根の

ある公園」と呼ばれています。０歳から高校生までの子どもたちが利用できます

《児童・生徒利用時間》

平日：13時～17時（週2回、中学生

は18時、高校生は21時まで）、土

曜日・夏／冬／春休み：9時～17時

《幼児利用時間》

【日新・錦岡・住吉】

月曜日～金曜日　9時～12時

【沼ノ端】

月曜日～金曜日　9時～14時

【あさひ・大成・北栄】

月曜日～土曜日　9時～17時

（あさひ・大成・北栄については夏

／冬／春休みも利用できます）

4月から

高校生までに

利用拡大

4月1日㈬から、住吉・日新・沼ノ端・あさひ・錦岡児童センター

の5館が指定管理者制度導入施設（指定管理者：シダックス大新

東ヒューマンサービス株式会社）となります

これに伴い、全館施設利用対象年齢が18歳までとなり、週2回、

21時まで高校生が利用できるようになります

住吉児童センター

@B住吉町2-5-17　@J（36）1448

日新児童センター

@B日新町3-6-15　@J（76）6655

沼ノ端児童センター

@B沼ノ端中央4-10-34　@J（57）6601

あさひ児童センター

@B旭町2-3-24　@J（35）6393

錦岡児童センター

@B宮前町2-29-20　@J（82）7371

大成児童センター

@B大成町1-11-21　@J（75）1841

北栄児童センター

@B北栄町3-3-3　@J（82）7069

4月1日から施設利用対象年齢を高校生までに拡大‼

☆どんなことをしているの？
一輪車・ボール・卓球・バドミントン・フラフープな

ど体を使って遊ぶものから、ボードゲームのように友

達と一緒に遊べるもの、児童書・コミックなどいろい

ろ用意してあります。どれも自由に使って遊べます

☆乳幼児は保護者と一緒の利用になります
親子の触れ合い遊びを楽しんだり、子ども同士の遊

び場、親同士の交流の場として利用できます。また、

児童センターは子育ての相談窓口にもなっています

いろいろな行事がありますので、詳しくは毎月各センターで発行

している「センターだより」やLをご覧ください
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